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１ 都市開発に合わせたアフォーダブル住宅の誘導 

 

・持続可能な都市としての機能を果たしていくために、住まいの選択肢をより一層充実させ

る施策の一環として、子育て世帯などにとっても住みやすい環境の形成に向けて、都市開

発に合わせたアフォーダブル住宅の誘導を促進します。 

 

・既に政策的な誘導を図っている「質の高い住宅」を「誘導すべき多様な住宅」と名称を変

更し、その一つにアフォーダブル住宅を追加します。 

 

・アフォーダブル住宅※については、全ての適用型・開発区域内外（総合設計は開発区域内のみ）で

評価対象とします。 

 

※「都におけるアフォーダブル住宅の取組について」や地域の方針等を踏まえ、 

以下を条件として、開発事業者が入居対象及び家賃設定を提案して区市町と協議 

するものとします。 

入居対象：子育て世帯、地域に貢献する人々 

家賃設定：市場家賃の８割以下かつ地域や入居対象者に応じた家賃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発区域内での供給のイメージ        開発区域外での供給のイメージ 

  

別紙 

都市開発諸制度活用方針等の改定概要 

【現行】 【改定】 
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２ 既存ストックを活用した地域の個性を生かしたまちづくりの推進 

 

•既存ストックを活用したリノベーション等により、地域のにぎわいの創出や魅力的な街並み

の形成を図るため、重要文化財指定建築物等の歴史的建造物に加えて、地域のアイコンとな

る近現代建造物等、個々に特色を持つ個性ある地域資源※について、開発区域内外（総合設計は

開発区域内のみ）における保存、復元又は活用の取組を評価対象に拡大します。 

 

※区市町と協議したものを対象とします。また、地域のアイコンである近現代建造物等、個々

に特色を持つ個性ある地域資源については、都市計画のマスタープラン、区市町が策定す

るまちづくり計画等において位置付けが明確にされているものを対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発区域内での取組のイメージ        開発区域外での取組のイメージ 

 

 


